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令和２年度 社会福祉法人 八つ鹿会 事業報告 
 
 
１ 法人の行う事業 

 

事業の種類 

 

 

種類及び名称 

 

利用者数 

 

（年間延べ利用人数） 

 

管理者 

 

職員数 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二種 

社会福祉事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害福祉サービス事業 

 

 八つ鹿工房 和霊  

就労継続支援B型 

 

 八つ鹿工房 高光（多機能型） 

就労移行支援    

生活介護         

就労定着支援  

 

相談支援事業所 八つ鹿工房 

特定相談支援事業 

障害児相談支援事業 

 

                     の経営 

 

 

 

 

47人(8,284人) 

 

 

4人(1,003人) 

24人(4,500人) 

5人(45人) 

 

 

74人(336人) 

9人(35人) 

 

 

 

 

 

 

 

 

桑原 秀樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正規12名 

 

 

臨時6名 

 

 

ﾊﾟｰﾄ7名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公 益 事 業 

 

 

 

障害者総合支援法に基づく 

    地域生活支援事業 

 

      日中一時支援事業 

 

        障害者相談支援事業 

  

                  の経営 

 

 

 

 

24人(1,002人) 

 

40人(601件) 

 

 

 

 

 

桑原 秀樹 

 

 
 
２ 役員（理事現員７名/定員７名・監事２名/定員２名）の状況        （令和 3 年 3 月 31 日現在） 

  

役職 

 

 

氏  名 

 

  

就任年月日 

 

  

備考 

 

 

職  業 

社会的活動・所属等 

 

出席回数 

（書面出席） 

 

理事長 

 

 

下田  春彦      

 

 

令和元年12月20日 

 

  

新任 

 

  

 不動産業 

 

     

３ 

 

 

理事 

 

 

桑原  秀樹      

 

 

令和元年6月20日 

 

   

 当法人施設長 

 

     

３ 

 

 

理事 

 

 

中畑  富恵      

 

 

令和元年6月20日 

 

   

 会社役員 

 

     

３ 
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理事 

 

 

玉井  康子      

 

 

令和元年6月20日 

 

  無職   

 

 和霊元町2丁目民生児童委員 

 

３ 

 

 

理事 

 

 

山下  忠文      

 

 

令和元年6月20日 

 

  造園業 

 

 丸穂牛鬼保存会名誉会長 

     

３ 

 

 

理事 

 

 

 吉見  満男      

 

 

令和元年6月20日 

 

  

 無職 

 

     

３ 

 

 

理事 

 

 

 山本 伊津美 

 

 

令和2年6月15日 

 

 

新任 

  

 会社員 

 

    

３ 

 

 

監事 

 

 

渡邊  邦夫      

 

 

令和元年6月20日 

 

   

 鬼北町社協会長 

 

     

３ 

 

 

監事 

 

 

山本 弥須弘      

 

 

令和元年6月20日 

 

   

 無職 

 

     

３ 

 

 

 

３ 評議員（現員１２名 / 定数１２名）の状況                   （令和 3 年 3 月 31 日現在） 

 

役職 

 

氏  名 

 

  

就任年月日 

 

  

備考 

 

職  業 

 

社会的活動・所属等 

 

出席回数 

 

 

評議員 

 

 

 井上  貴博      

 

 

 平成29年4月1日 

 

  有限会社（薬局・介護事業所） 

 

 代表取締役 

     

２ 

 

 

評議員 

 

 

 黒田  貴明      

 

 

 平成29年4月1日 

 

  

 無職 

 

     

２ 

 

 

評議員 

 

 

 末広  通正      

 

 

 平成29年4月1日 

 

  高串1番耕地自治会長 

 

 農業  

     

２ 

 

 

評議員 

 

 

 多 賀  剛      

 

 

 平成29年4月1日 

 

   

 無職 

 

     

２ 

 

 

評議員 

 

 

 藤堂  信子      

 

 

 平成29年4月1日 

 

   

 無職  

 

     

２ 

 

 

評議員 

 

 

 萩森  盛一      

 

 

 平成29年4月1日 

 

  山本公一後援会事務所 

 

 保護司 

     

２ 

 

 

評議員 

 

 

 堀田  幸男      

 

 

 平成29年4月1日 

 

   

 無職 

 

     

２ 

 

 

評議員 

 

 

 水口 千代子      

 

 

 平成29年4月1日 

 

  無職 

 

 民生児童委員 

     

２ 
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評議員 

 

 

 三津田 文夫      

 

 

 平成29年4月1日 

 

 

 

無職  

 

和霊元町2丁目自治会長 

 

２ 

 

 

 

評議員 

 

 

 

 森  健二 

 

 

 

 平成29年4月1日 

 

 

 

 

 

 

 無職  

 

 民生児童委員 

 

        

２ 

 

 

評議員 

 

 

 森  美 子      

 

 

 平成29年4月1日 

 

 

 

 

  

 無職 

 

     

２ 

 

 

評議員 

 

 

 米井  英樹      

 

 

 平成29年4月1日 

 

  

 無職 

 

 

１ 

 

 
 
４ 理事会開催状況 

 
開催年月日 

 
出席者数 

 
議  決  事  項 

 
 令和2年6月9日 
 
 

 
 理事7名 
 監事2名 
 

 
・令和元会計年度 事業報告並びに計算書類等の承認について 
・評議員会への提案について 

・職務執行状況の報告について 

 
 
 令和2年11月16日 
 
 

 
 理事7名 
 監事2名    
 

 
・職務執行状況の報告について 

                    

                

 令和3年3月25日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
理事7名 
監事2名 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・令和2年度 社会福祉法人 八つ鹿会 補正予算について 
・八つ鹿工房 和霊 就労継続支援B型 運営規程の改正について 
・八つ鹿工房 高光 就労移行支援 運営規程の改正について 
・八つ鹿工房 高光 生活介護 運営規程の改正について 
・相談支援事業所 八つ鹿工房 運営規程の改正について 
・八つ鹿工房 高光 就労移行支援 工賃支給規程の改正について 
・令和3年度 社会福祉法人 八つ鹿会 事業計画（案）について 
・令和3年度 社会福祉法人 八つ鹿会 収支予算 

・施設長の選任について 

・理事候補者の選任について 

・評議員会への提案について 

・職務執行状況の報告について 
 

 
 
５ 評議員会開催状況 

 
開催年月日 

 
出席者数 

 
議  決  事  項 

 
 令和2年6月24日 
 
 
 
 

 
 評議員12名 
 監事2名 
 
 
 

 
・令和元会計年度 計算書類等の承認について 
・社会福祉法人 八つ鹿会 理事の選任について  
・令和元会計年度 事業報告について 

 
 令和3年3月31日 
 
 

 
 評議員12名 
  
 

 
・社会福祉法人 八つ鹿会 理事の選任について       
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６ 法人として重点的に取り組んだ事項 
 
 ・ 法人運営 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、6 月の理事会及び定時評議員会は決議の省略により行われた。 

令和 2 年 6 月 24 日議決の定時評議員会（書面）では、八つ鹿工房保護者会長の交代に伴い、中平安代理事が
辞任し、山本伊津美氏が新理事に選任された。 

 

桑原秀樹理事（施設長）より令和 3 年 3 月 31 日を以て辞任する旨の届が提出されたため、令和 3 年 3 月
25 日開催の理事会において、事務員の楠本由紀子が施設長に選任され、令和 3 年 3 月 31 日議決の評議員（書
面）において新理事に選任された。 
 

・ 新型コロナウイルス感染症対策 
 
令和 3 年度は新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた年度となった。感染拡大防止のた

め、計画していた事業について時期を変更して実施したり、縮小や中止を余儀なくされたものもあっ
た。 

 
変更となった事業 変更内容 
 
休日開所 

 
R2.4 月・5 月、R3.1 月は休止 

 
アトリエやつしかふぇの営業 

 
4/8～6/22、7/23～9/7、年末年始休業～3/7 
は休業 

 
陶芸教室・シーボーンアート教室 

 
R2.4 月・5 月、R3.1 月は休止 

 
社会見学研修旅行 

 
中止 

 
年末交流会 

 
規模を縮小に、和霊と高光を別日程で開催 

 
市役所ロビー展 

 
R2.5 月を R3.3 月に変更して実施 

 
歯科検診 

 
R2.7 月を R3.2 月に変更して実施 

 
生活介護の生産活動（牛乳ﾊﾟｯｸﾘｻｲｸﾙ） 

 
中止 

 
利用者の健康体操 

 
R2.4 月～8 月、R3.1 月は休止  

 
愛媛県障害者スポーツ大会（毎年 5 月） 

 
中止 

 
利用者工賃 

生産活動の大幅な減収により、B 型・移行は支給
日額を変更、生活介護は支給日額の変更及び夏
季賞与の見送り。 

 
また、利用者ご本人やご家族が感染地域を訪問した場合の、通所自粛に伴う在宅サービスを実施し

たり（延べ 13 人）、愛媛県新型コロナウイルス感染症包括支援事業費補助金を活用して、職員への
慰労金や備品及び設備の整備等を行った。 

他にも、松山市等への出店（陶芸・ｼｰﾎﾞｰﾝｱｰﾄ製品）の中止や、研修会の参加見送りなどの影響が
あった。 
 
 ・ 地域交流事業 
 
八つ鹿工房 和霊（就労継続支援 B 型）で行っている一般市民対象の八つ鹿工房陶芸教室は、コロナの影

響により休止期間はあったものの、引き続き実施している。R3.1 月からは講師を変更し、津島町で陶芸教室
を持っている住田千代美先生にお願いしている。 
例年行っている宇和島市こども支援教室わかたけとの交流陶芸教室も継続して行っている。 

 
また、ｱﾄﾘｴやつしかふぇで行っているｼｰﾎﾞｰﾝｱｰﾄうわじま教室についても、休止期間はあったが、密を避け

るため和霊の２階作業室で行っている。 
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実習の受入は 3 事業で行い、宇和特別支援学校 3 年生の現場実習、県社協の介護等体験は感染拡大期を避
けて行われたが、中学校の職場体験実習はお断りさせて頂いた。 
 
 
 ・ 職員研修 

  開催日 研   修   名 参加職員  職種  氏名 

外 
 

部 

R2.8.26-28 就業支援基礎研修 生活支援員（移行） 福島 耕助 

R2.8.19-20 社会福祉法人会計研修会 事務員 水野  綾子 

R2.11.14-15 サービス管理責任者更新研修 ｻｰﾋﾞｽ管理責任者（高光） 山本 惠介 

R2.10.29-30                             

R2.10.31-11.1 
サービス管理責任者基礎研修 生活支援員（B型・生活） 

福本 一寛                             

長山 文子                                      

水上 梨江                  

福島 麻矢 

内
部 

R2.3.25 虐待防止研修会 全職員 

 
 
 
・ 施設整備 
 
令和 2 年度愛媛県新型コロナウイルス感染症包括支援事業補助金を活用し、分散送迎用の車両 1 台（ﾉｱ、

車いす 2 台）、分散作業用の Wi-Fi 工事（和霊）、相談室のエアコン（空気清浄機付き）を整備した。 

また、令和 3 年度の就労継続支援 B 型の定員増のため（30 人→36 人）、和霊の 3 階と別館の一部を改装
し、別館に相談室を設けた。 

 
 

７ 指導監査及び定例監査における指摘事項及び改善状況 
 
 ・ 法人定例監査                      （令和元年 5 月 27 日実施） 

 
指 摘 事 項 

 
改 善 状 況 

 
 指摘事項は、特になし。  
 
 

 
 
 
 

 
 
 ・ 愛媛県南予地方局地域福祉課 福祉指導グループ障害福祉サービス事業に係る実地指導 
   就労継続支援 B 型   令和 2 年 9 月 23 日 

指  摘  事  項 改 善 （ 対 応 ） 状 況 
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【八つ鹿工房 和霊（就労継続支援B型）】 

 

[文書指定事項（回答を要する指摘事項）] 

 

Ⅰ 直ちに是正・改善を行うべき事項 

 

１ 運営規程について 

・事業の目的に記載の文言に不備があるので、 

訂正すること。 

・運営の方針に根拠法令を記載しているが、愛 

媛県基準条例だけでなく障害者総合支援法も 記

載すること。 

・営業日は12月29日から1月3日を除く毎日として

いるが、土・日・祝日に職員を配置していない

日があるので変更すること。 

・利用者から受領する費用について、代理受領 

を行わない場合の算出方法の記載に誤りがあ る

ので訂正すること。 

・食事の提供に要する費用について、食材料費 

のみ徴中する場合の費用についても記載する こ

と。 

・障害者自立支援法施行令は旧名称のため、障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律施行令に訂正すること。 

 （条例第190条準用第91条） 

 

 

 

 

 

 

 

・別添１「八つ鹿工房 和霊（就労継続支援B 

型）運営規程（案）」のとおり、直近の理事  

会（令和3年3月開催予定）にて改正いたし  ま

す。 

 

 

 

 

指  摘  事  項 改 善 （ 対 応 ） 状 況 
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２ 重要事項説明書について 

・職員の設置状況について、生活支援員の員数 

に誤りがあるので訂正すること。 

・営業日については、運営規程の変更に合わせ 

訂正すること。 

・利用料金については、全体のサービス費と利 

用者負担額を記載するとともに、記載方法を 検

討すること。 

 また、算定している加算はすべて記載するこ 

と。 

・領収書の交付方法、秘密保持及び事故発生時 

の対応を記載していないので記載すること。 

・利用者の同意日の記載がないため、説明日の記

載する位置を訂正し説明・同意日とする等様式

を変更すること。 

 （条例第190条準用第10条第1項） 

 

３ 工賃について 

 事業者は年度ごとに工賃の目標水準を設定し 

利用者に対し、目標水準と前年度に支払った 工

賃の平均額を通知しなければならないが、 通知

していないので通知すること。  

 （条例第189条第4項） 

 

Ⅱ 計画的に是正・改善を行うべき事項 

 特になし 

 

Ⅲ その他 

 特になし 

 

・別添２「八つ鹿工房 和霊（就労継続支援B 

型）重要事項説明書」のとおり変更いたしま し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・別添３の文書を事業所内に掲示して、通知い 

たしました。 

 

 

 

・ 愛媛県南予地方局地域福祉課 福祉指導グループ障害福祉サービス事業に係る実地指導 
   生活介護・就労移行支援   令和 2 年 9 月 23 日 
 

指  摘  事  項 改 善 （ 対 応 ） 状 況 
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【八つ鹿工房 高光（生活介護・就労移行支援）】 

 

[文書指定事項（回答を要する指摘事項）] 

 

Ⅰ 直ちに是正・改善を行うべき事項 

 

１ 運営規程について 

・事業の目的に記載の文言に不備があるので、 

訂正すること。 

・運営の方針に根拠法令を記載しているが、愛 

媛県基準条例だけでなく障害者総合支援法も 記

載すること。 

・営業日は12月29日から1月3日を除く毎日として

いるが、土・日・祝日に職員を配置していない

日があるので変更すること。 

・利用者から受領する費用について、代理受領 

を行わない場合の算出方法の記載に誤りがあ る

ので訂正すること。 

・食事の提供に要する費用について、食材料費 

のみ徴中する場合の費用についても記載する こ

と。 

 また、就労移行については費用の額に誤りが 

あるので訂正すること。 

・障害者自立支援法施行令は旧名称のため、障 

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援 す

るための法律施行令に訂正すること。 

 （条例第91条、第72条準用第91条） 

[生活介護、就労移行支援] 

 

 

 

 

 

 

 

・別添１「八つ鹿工房 高光（生活介護）運営規

程（案）」及び別添２「八つ鹿工房 高光 

（就労移行支援）運営規程（案）」のとおり、  

 直近の理事会（令和 3 年 3 月開催予定）にて

改正いたします。 

指  摘  事  項 改 善 （ 対 応 ） 状 況 
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２ 重要事項説明書について 

・指定基準については、厚生労働省が定める基 

準省令ではなく、愛媛県が定める基準条例に 基

づくので、文言を修正すること。 

・営業日については、運営規程の変更に合わせ 

訂正すること。 

・生活介護は、運営規程でサービス提供時間を 

定めているので、同様に記載すること。 

・利用料金については、全体のサービス費と利 

用者負担額を記載するとともに、記載方法を 検

討すること。 

 また、算定している加算はすべて記載するこ 

と。 

・領収書の交付方法、秘密保持及び事故発生時 

の対応を記載していないので記載すること。 

・生活介護については、利用者の同意日の記載 

がないため、説明日の記載する位置を訂正し 説

明・同意日とする等様式を変更すること。 

 （条例第95条準用第10条第1項、第172条 準用第

10条第1項） 

 [生活介護、就労移行支援]                    

   

３ サービス提供記録について 

 送迎について記載もれが見られた。送迎加算 

を算定しているので確実に記録すること。 

 （条例第95条準用第20条第1項） 

 [生活介護]                        

 

４ 工賃規程について 

 工賃規程に、施設外就労にかかる手当（施設 

外勤務手当）を規定していないので、規定す る

こと。[就労移行支援]        

 

５ 施設外就労について     

 施設外就労における訓練目標に対する達成度 

の評価等を就労支援員が行っているが、サー ビ

ス管理責任者が行うこと。 

 （就労系事業留意事項通知5(2)） 

 [就労移行支援]        

 

Ⅱ 計画的に是正・改善を行うべき事項 

 特になし 

 

Ⅲ その他 

 特になし 

 

 

 

 

・別添３「八つ鹿工房 高光（生活介護）重要事項

説明書」及び別添４「八つ鹿工房 高光（就労移

行支援）」のとおり変更いたしまし た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・別添５のとおり8月26日の記録を修正いたしまし

た。 

 

 

 

 

 

・別添６「八つ鹿工房 高光 就労移行支援  工

賃支給規程（案）」のとおり、直近の理事会 

（令和3年3月開催予定）にて改正いたします。 

 

 

・別添７のとおり様式を変更し、サービス管理 責

任者が評価を行うことにいたしました。 

 

 



- 10 - 

 障害福祉サービス事業  
  八つ鹿工房 和霊（就労継続支援 B 型） 
    八つ鹿工房 高光（就労移行支援）・（生活介護） 
 
 (1) 概 要 
 
  ・ 八つ鹿工房 和霊（就労継続支援 B 型）    
 
就労移行支援事業などを利用したが一般企業などの雇用に結び付かない者や一定年齢に達している障害者

に、就労や生産活動の機会を提供し、生産に関わる技術、知識能力の維持向上を図るサービス提供を行い、
これに伴う工賃支給を行う。 
生産活動としては、陶芸事業、ｼｰﾎﾞｰﾝｱｰﾄ事業、食品事業、金属ﾘｻｲｸﾙ事業、下請事業を行っている。 
陶芸事業では、陶器の製造販売、陶芸教室の運営を行っており、「八つ鹿工房 ｱｰﾄ展」を製作発表・販売

の場とし意欲向上に繋げている。 
ｼｰﾎﾞｰﾝｱｰﾄ事業では、ｼｰｸﾞﾗｽの製造・販売、ひおうぎ貝研磨、商店街の「ｱﾄﾘｴやつしかふぇ」でのｼｰﾎﾞｰﾝｱ

ｰﾄ教室の運営を行っている。 
食品事業としては「ｱﾄﾘｴやつしかふぇ」のｶﾌｪ業務、介護事業所なでしこへの惣菜の配達を行っている。下

請事業では、介護事業所ﾗﾎﾟｰﾙより浴場清掃作業・洗車作業を受託している。また不定期ではあるが、市内企
業等から箱折りの作業等を請け負っている。 
金属ﾘｻｲｸﾙ事業では、市内各所から空き缶等を回収し、高光の作業場で選別・圧縮を行い、清水商店に納品

している。 
 
 
  ・ 八つ鹿工房 高光（就労移行支援） 
 
一般就労に向けて必要なﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰ及び職業能力向上のための訓練や基礎体力作り、生産活動や施設外就

労を行い、これに伴う工賃支給を行う。 
利用期間は２年間となるが、２年間で一般就労が叶わず、就労への希望が尚強くある場合、市町に申請を

行い、認められた場合は更に１年継続利用が可能となる。 
利用期間中、求職活動・日常生活支援及び職場開拓、就職後における定着支援などをﾊﾛｰﾜｰｸや障害者就業

・生活支援ｾﾝﾀｰ、宇和島高等技術専門校などと連携して行う。 
作業内容は、主に古紙ﾘｻｲｸﾙ作業を行い市内各所への古紙回収・選別・納品を行うかたわら、より一般就労

に近い経験を積むことを目的に、週 3 回清水商店で施設外就労を行っている。また下請けとして介護事業所
ﾗﾎﾟｰﾙの浴室清掃作業を行っている。 
就職状況について、令和 2 年 6 月 1 日に市内の介護施設の清掃員として 1 名が就職したが、残念ながら

R3.1.15 に離職した。 
 
       
  ・ 八つ鹿工房 高光（生活介護） 
    
障害程度区分 3 以上の者（50 歳以上であれば 2 以上）を対象に、入浴・排泄及び食事などの介護や健康管

理（看護師によるﾊﾞｲﾀﾙﾁｪｯｸ）、残存能力の維持向上のための訓練や生きがい作りを目的とする創作活動、生
産活動の機会を提供し、工賃の支給も行う。 
主な生産活動の内容は、宇和島市より委託を受けている牛乳ﾊﾟｯｸのﾘｻｲｸﾙ作業と民間業者からの委託作業

のｸﾗｯｶｰの下請け作業であるが、B 型の金属ﾘｻｲｸﾙ事業や移行の古紙ﾘｻｲｸﾙ事業からの委託で、回収用ﾋﾞﾆｰﾙの
洗浄などを行った。 
創作活動については、季節をｲﾒｰｼﾞさせる工作や陶芸、城川町で毎年行われている「かまぼこ板の絵展」や

書道のｺﾝﾃｽﾄにも定期的に応募するなどの支援を行っている。また、利用者が描いた絵画をｱｰﾄ展で販売した。 
機能訓練としては、月に１回講師を招いて行う「笑いﾖｶﾞ」や「体操教室」のほか、体力づくりを兼ねて施

設周辺のｳｫｰｷﾝｸﾞを行っている。 
 

 

 (2) 利用者の状況 
 

・ 機関別状況 

    （単位：

人） 
(R3.3.31現在) 

  宇和島市 鬼北町 松野町 愛南町 香芝市 合計 



- 11 - 

就労継続                       

支援 B型 
42 2 0 2 0 46 

就労移行                             

支援 
5 0 0 0 0 5 

生活介護 21 1 1 1 0 24 

就労定着                            

支援 
5 0 0 0 0 5 

合 計 73 3 1 3 0 80 

 
 

 
 ・ 障害別状況 
   （単位：人） (R3.3.31現在) 

  知的 身体 精神 発達 その他 合計 

就労継続                                           

支援 B型 
32 2 7 4 1 46 

就労移行                           

支援 
1 0 0 2 2 5 

生活介護 21 3 0 0 0 24 

就労定着                             

支援 
5 0 0 0 0 5 

合 計 59 5 7 6 3 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ・ 男女別通所利用者人数及び年齢 
 
 
 
 
 
 

       （単位：

人） 
(R3.3.31現在) 

    15～19才 20～29才 30～39才 40～49才 50～59才 60～69才 70才～ 合 計 
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就労継続           

支援 B型 

男 6 7 11 3 2 4 0 33 

女 0 6 1 3 3 0 0 13 

就労移行                 

支援 

男 1 0 1 0 2 0 0 4 

女 0 1 0 0 0 0 0 1 

生活介護 
男 0 3 5 0 4 1 0 13 

女 1 5 2 0 1 0 2 11 

就労定着                  

支援 

男 0 5 0 0 0 0 0 5 

女 0 0 0 0 0 0 0 0 

合 計 8 27 20 6 12 5 2 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 入所者の状況 
              （単位：人） 

  
前年度

末 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 

10

月 

11

月 

12

月 
1月 2月 3月 年度末 

就労継続                            

支援 B型 
45         -1       

+1                          

-1 
    

+2                          

-1 
45 

就労移行                        

支援 
5   -1  +1                 -1 4  

生活介護 24                 -1   +1   24 

就労定着                      

支援 
4     +1                   5 

合 計 78   -1  +1  -1    -1  +1   78 
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・ 行 事 

 

４月 
 

＊コロナの影響により行事は中止  
   
    

  
  
  
     
 
    

  
  
  
    

  
  
  
    

  
   
     
    

  
   
    

  
  
  
    

  
  
   
    

  
 

 
５月 

 
＊コロナの影響により行事は中止  

 
６月 

 
＊コロナの影響により行事は中止 

 
７月 
 

 

・機能訓練：室内運動会（休日） ・創作活動：うちわ作り 

・地域清掃奉仕作業（高光） ・健康診断 高光 
 
８月 
 

 
・機能訓練：ﾎﾞｯﾁｬ（休日） ・機能訓練：室内ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ（休日） 
・防火防災訓練 ・地域清掃奉仕作業(高光） ・健康診断 和霊 

 
９月 
 

 
・機能訓練：楽器作りと合奏（休日） ・創作活動：ｵｰﾅﾒﾝﾄ作り（休日） 
・地域清掃奉仕作業（高光）  

 
10月 
 

 
・創作活動：絵手紙（休日） ・地域清掃奉仕作業（高光） 

 
11月 
 

 
・創作活動：ｱｰﾄ展看板作り（休日） ・八つ鹿工房ｱｰﾄ展   ・予防接種  
・機能訓練：ﾎﾞｯﾁｬ ・地域清掃奉仕作業(高光) 

 
12月 
 
 

 
・機能訓練：ﾐﾆｹﾞｰﾑ（休日） ・創作活動：ｸﾘｽﾏｽﾘｰｽ作り（休日） 

・余暇支援：ｸﾘｽﾏｽ会（休日） ・年末交流昼食会 

・地域清掃奉仕作業（和霊・高光） ・施設内大掃除 
 
１月 

 
＊コロナの影響により行事は中止 

 
２月 
 

 
・余暇支援：梅まつり見学（休日） ・社会見学：いちご狩り（休日） 
・地域清掃奉仕活動（高光）   

 
３月 

 

 
・防犯訓練  ・防火防災訓練 ・地域清掃奉仕作業（高光） 
・ﾛﾋﾞｰ展 

          ＊第１水曜日午後 健康体操（就労移行は任意参加）                                     
＊毎月誕生会を実施          

 
 
(3)  就労支援事業について 
 

・ 就労継続支援 B 型 
 
陶芸事業については、松前町の園芸店「ﾌｧﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ」の売り上げが伸び（R1.12 より委託販売開始）、新型

コロナウイルス感染症の影響による道の駅での売り上げ減少をカバーする形となった。 
また、宇和島市の金婚式記念品に「やつしか焼き 夫婦茶碗」が採用され、11 月に 370 組を納品し 80 万円

を超える売り上げとなった。 

さらに同月、感染症対策を講じながら開催した「八つ鹿工房 アート展」では、過去最高の売り上げを記録
した。これらの要因により、陶芸事業は昨年比約 140 万円の増となった。 
   

食品事業については、カフェの客単価アップのためのランチの実施等を計画していたが、コロナウイルス
感染症の影響により、今後の見通しが立たず実施に至らなかったばかりか、休業により飲料の売り上げも約
45%の減少となった。しかしその減収を少しでもカバーするためうどんや飴の仕入れ販売を行い  円の売
り上げとなった。 
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・ 就労移行支援 
 
古紙ﾘｻｲｸﾙ事業については、回収先縮小の影響で回収量が減り、約 14 万円の減収となった。下請作業もヒ

オウギ貝研磨作業を行わなかったことで減収、また食品事業も職員数が減少したことによりｶﾌｪでの接客訓
練の頻度が大幅に減ったことから、減収となった。 
 
 

・ 生活介護 
 
ごみ袋事業については、昨年に引き続き自治会や地区民協からの大量注文により、収入を伸ばしている。 
創作活動として行っている陶芸作品が、昨年はｶﾌｪやｱｰﾄ展で良く売れていたが、今年度は創作活動にあま

り力を入れておらず新作ができなかったため、売上に繋がらなかった。 
 
 
 
 
・ 就労支援事業収入状況 
  就労支援事業 R２年度 R１年度 差   額 備  考 

就労継続               

支援 B 型 

陶芸事業 4,117,535 2,684,967 1,432,568   

自動販売機事業 142,070 125,587 16,483   

受託作業事業 255,800 218,000 37,800   

食品事業 1,714,240 1,821,176 -106,936   

シーボーンアー
ト事業 

833,980 897,760 -63,780   

金属資源リサイ
クル事業 

891,781 944,832 -53,051   

小   計 7,955,406 6,692,322 1,263,084   

就労移行                   

支援 

古紙資源リサイ
クル事業 

2,574,040 2,642,630 -68,590 施設外就労収入を含む 

受託作業事業 70,350 99,450 -29,100 創作活動による陶芸売

上を含む 

食品事業 0 25,400 -25,400 実施なし 

小   計 2,644,390 2,767,480 -123,090   

生活介護 受託作業事業 615,173 904,506 -289,333 創作活動による陶芸売

上を含む 

ゴミ袋事業 963,300 770,900 192,400   

牛乳ﾊﾟｯｸﾘｻｲｸﾙ事
業 

225 557,067 -556,842   

自動販売機事業 248,067 261,954 -13,887   

小   計 1,826,765 2,494,427 -667,662   

合  計 12,426,561 11,954,229 472,332   

 
 
 
 
・ 陶芸製品販売店状況  

  販 売 店 

R2年度売上げ

（円） 

R1年度売上げ

（円） 差 額 備 考 

1 八つ鹿工房 和霊 直販 400,850 362,100 38,750   

2 ｱﾄﾘｴやつしかふぇ 47,200 127,900 -80,700   



- 15 - 

3 伊達博物館 0 3,900 -3,900   

4 闘牛場 11,840 16,480 -4,640   

5 どんぶり館 111,440 168,287 -56,847   

6 コスモス館 237,612 316,326 -78,714   

7 きさいや広場 172,148 195,029 -22,881   

8 福祉の店ハピネス 42,700 15,300 27,400   

9 ホテルクレメント 23,120 18,800 4,320   

10 御殿町画廊 0 0 0   

11 森の三角ぼうし 44,196 30,768 13,428   

12 おさかな館 54,464 27,964 26,500   

13 ファンガーデン 431,765 81,863 349,902   

14 ベルグアース 33,900 118,200 -84,300   

  合      計 1,611,235 1,482,917 128,318   

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
・ アート展（作陶展）及び市役所ロビー展売上 

  R2年度 R1年度 H30年度 

ｱｰﾄ展（作陶展） 1,014,930 685,200 661,150 

市役所ロビー展 329,700 0 226,700 

* 陶芸・ｼｰﾎﾞｰﾝｱｰﾄ・うどん・ゴミ袋の売上合計 

 
 
 
 
 
 
 
 
・ アトリエやつしかふぇ 売上状況 

種     類 R2年度 R1年度 差額 備考 

食品 コーヒー他 776,180  1,390,100  -613,920    

シーボーン 
商品 64,900  65,600  -700    

教室 228,030  215,100  12,930    

陶芸 
B型 47,200  127,900  -80,700    

生活介護 0  0  0    

その他 駐車場代 0  1,470  -1,470    

合  計   1,116,310  1,800,170  -683,860    
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９ 相談支援事業(特定・障害児・一般・障害者相談支援事業)   
 
 (1) 概 要 
利用契約者に対して計画相談とモニタリングを行った。 
宇和特別支援学校の進路学習会やネットワーク会に参加し、生徒の在学中や卒業後の相談を行った。 
宇和島市と宇和島市障害者相談支援事業の委託契約を締結し、障害者の相談や困難ケースへの対応、自立

支援協議会の運営等に関わった。 
 
 (2) 延べ利用件数  
 

  利用支援   継続支援 

  R2年度 R1年度 増減   R2年度 R1年度 増減 

特定相談支援事業 100 54 46    238 57 181 

障害児相談支援事業 17 3 14    15 10 5 

合  計 117 57 60   253 67 186 

            

  R2年度 R1年度   増減   

 

宇和島市障害者相談支援事業  
601 628   -27   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 日中一時支援事業 
 
 (1) 概 要 

  

宇和島市、松野町の委託を受け事業を実施した。 
 
日中一時支援事業の主な目的は療育ではなく家族の就労支援であるため、療育を行う放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽに

利用者が集まり、今後は平日（長期休暇期間を含む）の日中一時利用がほとんど無くなる見込で、職員の配
置が難しいこと、また和霊 B 型の定員増やコロナ対策による分散作業により日中一時の居室を確保すること
が困難になったため、行政に相談のうえ令和 3 年度からは土日祝日に特化して実施することとした。 

 
 (2) 利用状況  

月 

R2年度 R1年度 
増減 

  R2年度 R1年度 
増減 

利用人数 利用人数   利用日数 利用日数 

（人） （人） （人）   （日） （日） （日） 
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４月 17 26 -9   97.5 136 -38.5 

５月 18 24 -6   103.5 105.5 -2 

６月 17 20 -3   68.5 98 -29.5 

７月 18 24 -6   77.5 151.5 -74 

８月 17 24 -7   101.5 200 -98.5 

９月 18 23 -5   82 81 1 

１０月 18 25 -7   78.5 100 -21.5 

１１月 18 24 -6   78 98 -20 

１２月 20 20 0   94.5 92 2.5 

１月 19 16 3   92.5 75.5 17 

２月 19 19 0   72 89 -17 

３月 17 17 0   91 145 -54 

合計 216 262 -46   1037 1371.5 -334.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
11 苦情対応   
 
  令和２年度は苦情の受付は無かった。 
 
 
 
 
 
 
 
 

  以 上  
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